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はじめに 

 

 「地域生活支援拠点等事業」は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成 17 年法律第 123 号）第 87 条第 1 項に規定する障害福祉サービス等及び障害児通所

支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成 18 年厚生労働省告示第 395 号）に

基づく事業で，障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え，障害児者の生活を地域全体

で支えるサービス提供体制を構築するものです。 

 地域生活支援拠点等（以下，「拠点等」という）の 5つの機能の一部を担う事業所につきまして

は，障害児者の緊急時に迅速な対応ができるよう，当市への届出（登録）にご協力をお願いしま

す。 

なお，前述の事業所においては，運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施

することを規定し市に届出（登録）をした場合，所定の加算の算定が可能となります（一部，届

出（登録）をしなくても要件を満たせば加算の算定が可）。 

本マニュアルは，八千代市における拠点等の機能を担い，協力及び連携を図る事業所が，届出

（登録）を行う際の手続等についてまとめたものです。届出（登録）の際は，本マニュアルをお

読みの上，手続を行ってください。 
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１ 運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定する 
 

 拠点等の機能を担う事業所として届出（登録）を行う際は，以下の内容を参考に運営規程へ追

加してください。 

〇運営規程への追加項目の記載例 

追加項目の記載例 作成にあたっての留意事項 

（地域生活支援拠点等の機能を担う事業所） 

第●条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等

の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成１８年厚

生労働省告示第 395 号）第一の二の３」に規定する地域生

活支援拠点等として次の機能を担う。 

（１）相談 

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で，常

時の連絡体制を確保し，障害の特性に起因して生じた緊急の

事態等に必要な相談支援を行う機能。 

 （２）緊急時の受入れ・対応 

  短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で，

介護者の急病や障害のある方の状態変化等の緊急時の受入

れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。 

 （３）体験の機会・場 

  病院や施設，親元からの自立等に当たって，障害福祉サー

ビスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。 

 （４）専門的人材の確保・養成 

  医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者，高齢化に伴

い重度化した障害のある者に対して，専門的な対応を行うこ

とができる体制の確保や，専門的な対応ができる人材の育成

を行う機能。 

 （５）地域の体制づくり 

  地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確

保や，地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。 

各事業所の実態に応じて，

（１）から（５）のうち実際に

担う機能を記載してくださ

い。 

 

※ 運営規程の変更届の提出について 

 ・八千代市から指定を受けている特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所は，八千代市

へ提出してください。 

 ・上記以外の事業所は，千葉県へ提出してください。 
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２ 市へ登録申請を行う 
 

 運営規程の変更後，「八千代市地域生活支援拠点等事業所登録申請書（第１号様式）」に必要事

項を記載し，変更後の運営規程（写し）を添付の上，市へ提出してください。 

 市は，事業所から申請書を受理後，申請内容を審査し，拠点等事業を実施する事業所として適

当と認めた場合には登録を行います。（申請した事業所に対し，判定結果を通知します。） 

なお，拠点等の機能を担う事業所として市が認めた事業所につきましては，市のホームページ

等において公表（登録申請内容を掲載）しますので，予めご了承ください。 

 

※ 登録後，次の事項に該当する場合は登録の取消を行います。 

 ⑴ 千葉県又は八千代市からの指定を受けなくなった場合 

 ⑵ 市への申請及び報告において，虚偽の記載や不祥事の隠蔽など，信義則に欠けると判断され

る行為があった場合 

 ⑶ その他市長が登録事業所として不適当と認めた場合 

 

 

３ 事業の実施 
 

 登録の通知を受けた事業所は，事業の実施をお願いします。 

 なお，拠点等の機能を実施した際に請求できる加算は４頁以降の表で確認してください。（一部，

登録をしなくても要件を満たせば加算の算定が可。） 

※ 千葉県から指定を受けている事業所は，加算の取得に当たり，別途加算に関する届出が必要と

なります。 

 

 

◆ 登録後，次のような場合は市への手続が必要です 
 

・登録内容を変更した場合 

 ⇒「八千代市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書（第 2号様式）」を提出してください。 
 

 ・事業の廃止又は休止を行う場合／休止している事業を再開する場合 

 ⇒「八千代市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書（第３号様式）」を提出してく

ださい。 

 

※ 登録に係る申請書等の様式は，八千代市ホームページに掲載します。 
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〇地域生活支援拠点等に係る加算 

機能 対象事業 加算 加算単位 要件 

相談機能の

強化 

計画相談支援

（者・児） 

 

地域生活支援

拠点等相談強

化加算 

700 単位／

回 

 

 

月４回を限度 

特定相談支援事業所（障害児相談支援事業

所含む。）にコーディネーターの役割を担う

ものとして相談支援専門員を配置し，相談

を受け，連携する短期入所事業所への緊急

時の受入れの対応を行った場合。 

自立生活援助，

計画相談支援

（者・児），地域

移行支援，地域

定着支援 

 

地域生活支援

拠点等機能強

化加算 

500 単位／

月 

 

・ 計画相談支援及び障害児相談支援（機能

強化型（継続）サービス利用支援費（Ⅰ）又

は（Ⅱ）を算定する場合に限る。）と自立生

活援助、地域移行支援及び地域定着支援の

サービスを一体的に運営し、かつ、地域生 

活支援拠点等に位置付けられた相談支援事

業者等において、情報連携等を担うコーデ

ィネーターを常勤で１以上配置されている

場合。 

・ 計画相談支援及び障害児相談支援（機能

強化型（継続）サービス利用支援費（Ⅰ）又

は（Ⅱ）を算定する場合に限る。）、自立生活

援助、地域移行支援及び地域定着支援に係

る複数の事業者が、地域生活支援拠点等の 

ネットワークにおいて相互に連携して運営

されており、かつ、地域生活支援拠点等に位

置付けられた場合であって、当該事業者又

はネットワーク上の関係機関（基幹相談支

援センター等）において、情報連携等を担 

うコーディネーターが常勤で１以上配置さ

れている場合。 

※ 配置されたコーディネーター１人当た

り、本加算の算定人数の上限を１月当たり

合計 100 回までとする。 
 

緊急時の 

受入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期入所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援

拠点登録に係

る加算 

100 単位／

日 

地域生活支援拠点等として、指定短期入所

等を行った場合に、当該指定短期入所等の

利用を開始した日について、１日につき所

定単位数に 100 単位を加算。（緊急時の受

入れに限らない） 

 

+200 単位／

回 

市町村及び基幹相談支援センター等との連

携及び調整に従事する者を一以上配置し、

医療的ケアが必要な児者、重症心身障害児

者又は強度行動障害を有する児者に対し、

指定短期入所等を行った場合に、当該指定

短期入所等の利用を開始した日について、

１日につき所定単位数に更に 200 単位を

加算。 
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緊急時の 

受入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期入所 

 

緊急短期入所

受入加算（Ⅰ） 

 

270 単位／

日 

介護者の急病等の理由により，指定短期入

所を緊急に行った場合に，開始日から起算

して７日（家族の疾病等やむを得ない事情

がある場合にあっては，14 日）を限度とし

て，当該緊急利用者のみに対して加算可能。   

※拠点登録の有無で加算の算定可否は行わ

ない。 

 

緊急短期入所

受入加算（Ⅱ） 

500 単位／

日 

定員超過特例

加算 

50 単位／日 「緊急時」という局面を勘案し，定員を超え

て受け入れた場合には，期間を区切った上

で，特例的に加算可能（当該期間は定員超過

減算は適用しない）。（10 日を限度） 

※拠点登録の有無で加算の算定可否は行わ

ない。 

居宅介護，重度

訪問介護，同行

援護，行動援

護，重度障害者

等包括支援 

緊急時対応加

算 

100 単位／

回 

緊急時の対応を評価する加算。 

（月 2 回を限度） 

+50 単位／

回 

地域生活支援拠点に位置付けられ，かつ関

係機関との連携調整に従事する者を配置し

ている場合に更に 50 単位を加算。 

自立生活援助 緊急時支援加

算（Ⅰ） 

711 単位／

日 

 

緊急時の対応を評価する加算。 

+50 単位／

回 

地域生活支援拠点に位置付けられ，かつ関

係機関との連携調整に従事する者を配置し

ている場合に更に 50 単位を加算。 

 

地域定着支援 緊急時支援費

（Ⅰ） 

734 単位／

日 

 

緊急時の対応を評価する加算。 

+50 単位／

回 

地域生活支援拠点に位置付けられ，かつ関

係機関との連携調整に従事する者を配置し

ている場合に更に 50 単位を加算。 

 

生活介護，自立

訓練（機能訓

練），自立訓練

（生活訓練），

就労移行支援，

就労継続支援

A 型・B型 

 

 

 

緊急時受入加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 単位／

日 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、

関係機関との連携調整に従事する者を配置

する通所系サービス事業所において、障害

の特性に起因して生じた緊急事態等の際

に、夜間に支援を行った場合。 
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体 験 の 機

会・場の提

供機能の強

化 

生活介護，自立

訓練（機能訓

練），自立訓練

（生活訓練），

就労移行支援，

就労継続支援

A 型・B型 

 

体験利用支援

加算 

 

500 単位／

日（初日から

５日目まで） 

  

+50 単位／

日（地域生活

支援拠点の場

合）  

 

250 単位／

日（６日目か

ら 15 日目ま

で）  

 

+50 単位／

日（地域生活

支援拠点の場

合） 

 

 

 

 

 

 

 

指定地域移行支援の障害福祉サービスの

体験的な利用支援を利用する場合。 

 
 

地域生活支援拠点に位置付けられ，かつ関

係機関との連携調整に従事する者を配置し

ている場合に更に 50 単位を加算。 

地域移行支援 体験利用加算 

施設入所支援 地域移行促進

加算（Ⅰ） 

 

 

120 単位／

日 

地域生活支援拠点に位置付けられ、かつ関

係機関との連携調整に従事する者を配置し

ている事業所から、地域移行支援により、体

験的な宿泊支援を利用する場合。 

 

地域移行促進

加算（Ⅱ） 

 

60 単位／日 入所者に対して、通所サービス又はグルー

プホームの見学や食事体験等を行うなど、

地域生活への移行に向けた支援を実施した

場合。（１月につき３回を限度） 

 

地域移行支援 体験宿泊加算

（Ⅰ） 

300 単位／

日 

 

+50 単位／

日（地域生活

支援拠点の場

合） 

 

体験的な宿泊支援を行った場合。（体験宿泊

加算（Ⅱ）と合計して 15 日を限度） 

 

地域生活支援拠点に位置付けられ，かつ関

係機関との連携調整に従事する者を配置し

ている場合に更に 50 単位を加算。 

体験宿泊加算

（Ⅱ） 

700 単位／

日 

 

+50 単位／

日（地域生活

支援拠点の場

合） 

 

 

夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守

り等の支援を行い，体験的な宿泊支援を行

った場合。（体験宿泊加算（Ⅱ）と合計して

15 日を限度） 

 

地域生活支援拠点に位置付けられ，かつ関

係機関との連携調整に従事する者を配置し

ている場合に更に 50 単位を加算。 
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専門的人材

の確保・養

成の機能の

強化 

生活介護，施設

入所支援 

重度障害者支

援加算（Ⅱ） 

①360 単位

／日 

 

②+150 単位

／日 

①生活支援員のうち 20 ％以上の基礎研

修修了者を配置し、区分６かつ行動関連項

目 10 点以上の者に 対して、実践研修修

了者作成の支援計画シート等に基づき 個

別支援を行った場合。（※個別支援を開始し

た日から 180 日以内は＋500 単位／日） 

※拠点登録の有無で加算の算定可否は行わ

ない。 

 

② ①を満たした上で、行動関連項目 18 

点以上の者に対して、中核人材養成研修修

了者作成の支援計画シート等に基づき個別

支援を行った場合，①に加え 150 単位/日

（※個別支援を開始した日から 180 日以

内は①※に加え+200 単位／日） 

 

重度障害者支

援加算（Ⅲ） 

①180 単位

／日 

 

②+150 単位

／日 

①生活支援員のうち 20％以上の基礎研修

修了者を配置し、区分４以上かつ行動関連

項目 10 点以上の者に対して、実践研修修

了者作成の支援計画シート等に基づき個別

支援を行った場合。（※個別支援を開始した

日から 180 日以内は＋400 単位／日） 

※拠点登録の有無で加算の算定可否は行わ

ない。 

 

② ①を満たした上で、行動関連項目 18 点

以上の者に対して、中核人材養成研修修了

者作成の支援計画シート等に基づき個別支

援を行った場合，①に加え＋150 単位／日 

（※個別支援を開始した日から 180 日以

内は①※に加え＋200 単位／日） 

短期入所 重度障害者支

援加算（Ⅰ） 

①50 単位／

日 

 

② +50 単位

／日 

①区分６かつ行動関連項目 10 点以上の者

等を受け入れた場合。（※実践研修修了者作

成の支援計画シート等に基づき、基礎研修

修了者が支援を行った場合＋100 単位／

日） 

※拠点登録の有無で加算の算定可否は行わ

ない。 

 

② ①を満たした上で、行動関連項目 18 点

以上の者に対して、中核人材養成研修修了

者作成の支援計画シート等に基づき支援を

行った場合，①に加え＋50 単位／日 
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専門的人材

の確保・養

成の機能の

強化 

短期入所 重度障害者支

援加算（Ⅱ） 

①70 単位／

日 

 

② +50 単位

／日 

①区分４以上かつ行動関連項目 10 点以上

の者等を受け入れた場合。（※実践研修修了

者作成の支援計画シート等に基づき、基礎

研修修了者が支援を行った場合。 

※拠点登録の有無で加算の算定可否は行わ

ない。 

 

② ①を満たした上で、行動関連項目 18 点

以上の者に対して、中核人材養成研修修了

者作成の支援計画シート等に基づき支援を

行った場合，①に加え＋50 単位／日 

 

共同生活援助 重度障害者支

援加算（Ⅰ） 

①360 単位

／日 

 

②+150 単位

／日 

①生活支援員のうち 20％以上の基礎研修

修了者を配置し、区分６かつ行動関連項目

10 点以上の者に対して、実践研修修了者作

成の支援計画シート等に基づき個別支援を

行った場合。（※個別支援を開始した日から

180 日以内は＋500 単位／日） 

※拠点登録の有無で加算の算定可否は行わ

ない。 

 

② ①を満たした上で、行動関連項目 18 点

以上の者に対して、中核人材養成研修修了

者作成の支援計画シート等に基づき個別支

援を行った場合，①に加え＋150 単位／日 

（※個別支援を開始した日から 180 日以

内は①※に加え＋200 単位／日） 

 

重度障害者支

援加算（Ⅱ） 

①180 単位

／日 

 

②+150 単位

／日 

 

①生活支援員のうち 20％以上の基礎研修

修了者を配置し、区分４以上かつ行動関連

項目 10 点以上の者に対して、実践研修修

了者作成の支援計画シート等に基づき個別

支援を行った場合。（※個別支援を開始した

日から 180 日以内は＋400 単位／日） 

※拠点登録の有無で加算の算定可否は行わ

ない。 

 

② ①を満たした上で、行動関連項目 18 点

以上の者に対して、中核人材養成研修修了

者作成の支援計画シート等に基づき個別支

援を行った場合，①に加え＋150 単位／日 

（※個別支援を開始した日から 180 日以

内は①※に加え＋200 単位／日） 
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地域の体制

づくりの機

能の強化 

計画相談支援

（者・児） 

地域体制強化

共同支援加算 

2,000 単位

／月 

地域生活支援拠点として位置付けられた事

業所の相談支援専門員が、支援が困難な計

画相談支援の対象者に対して、サービスを

提供する事業者３者以上と会議等で情報共

有や支援内容の検討を行い、対象者への説

明、指導、支援等を共同で実施するととも

に、地域課題を整理したうえで、協議会等で

文書により報告した場合に加算する。（１人

につき月１回を限度） 

 

 



 

 

 

 


